
　

掲
載
し
て
い
る
情
報
は
、
予
定
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
こ
ど
も
園
支
援
員

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
２
５
５
円
〜
１
，
３
１
２
円

■
勤
務
内
容　

特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
園
児
の
サ
ポ
ー
ト

■
必
要
資
格　

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

な
ど

②
こ
ど
も
園
園
務
員

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
１
１
７
円

■
勤
務
内
容　

事
務
作
業
な
ど

③
こ
ど
も
園
看
護
師
・
准
看
護
師

■
報
酬（
時
給
）

　

看
護
師　
　

１
，
５
０
４
円
、

准
看
護
師　

１
，
４
４
０
円

■
勤
務
内
容　

特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
園
児
の
サ
ポ
ー
ト

■
必
要
資
格　
看
護
師
・
准
看
護
師
な
ど

④
こ
ど
も
園
保
育
教
諭（
ク
ラ
ス
担
任
）

■
報
酬（
月
額
）　

２
２
６
，
７
０
０
円

■
勤
務
内
容　

保
育
業
務

■
必
要
資
格　

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

〈
共
通
事
項
〉

■
勤
務
時
間　

月
〜
金
曜
日（
基
本
、

給
食
実
施
日
）園
と
職
種
に
よ
り
早

番
・
遅
番
、
土
曜
日
出
勤
あ
り※

時

間
に
つ
い
て
は
応
相
談

■
対
象　

健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
募
集
人
数　

若
干
名

■
勤
務
地　

町
内
公
立
こ
ど
も
園

■
雇
用
期
間　

採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当（
年
２

回
）あ
り

■
保
険　

原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応

相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど　

履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、印
鑑
、免
許
状
・

資
格
証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限　

12
月
19
日（
金
）

問
申
子
ど
も
課　

☎
32

－

５
０
７
８

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
相
談
員

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
６
０
０
円

■
勤
務
内
容　

児
童
の
養
育
・
子
育
て

家
庭
の
相
談
対
応
、
家
庭
訪
問
な
ど

■
勤
務
時
間　

月
〜
金
曜
日　

８
時
30
分
〜
16
時
30
分

（
時
間
に
つ
い
て
は
応
相
談
）

■
対
象　
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
人

■
募
集
人
数　

若
干
名

■
勤
務
地　

町
役
場　

子
ど
も
課

■
雇
用
期
間　

採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
通

勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当（
年
２
回
）あ
り

■
保
険　

原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応

相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど　

履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、印
鑑
、免
許
状
・

資
格
証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限　

12
月
19
日（
金
）

問
申
子
ど
も
課　

☎
32

－

５
０
７
８

留
守
家
庭
児
童
教
室
指
導
員

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
１
２
７
円

■
勤
務
内
容　

放
課
後
保
護
に
欠
け
る

家
庭
に
か
わ
り
、
遊
び
を
通
じ
て
自

主
性
・
創
造
性
を
育
て
る
児
童
の
サ

ポ
ー
ト

■
そ
の
他　

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定

資
格
保
有
者
優
遇

■
勤
務
時
間　

月
〜
金
曜
日　

14
時
30

分
〜
18
時
45
分
、
土
曜
日
・
夏
期
休

業
日
な
ど　

７
時
45
分
〜
18
時
45
分

■
募
集
人
数　

若
干
名

■
勤
務
地　

町
内
小
学
校

■
手
当　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
あ
り

■
対
象　

健
康
な
人（
年
齢
不
問
）

■
雇
用
期
間　

採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
必
要
書
類
な
ど　

履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、
印
鑑
、
資
格

証
の
写
し（
あ
る
場
合
）

■
申
込
期
限　

12
月
19
日（
金
）

問
申
教
育
総
務
課　

☎
32

－

５
０
８
５

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
３
９
２
円

■
勤
務
内
容　

特
別
な
支
援
を
必
要
と

す
る
幼
児
の
支
援

■
勤
務
時
間　

月
〜
金
曜
日 

８
時
30

分
〜
17
時
15
分（
時
間
に
つ
い
て
は

応
相
談
）

■
対
象　

保
育
士
資
格
所
有
者
も
し
く

は
教
員
免
許
所
有
者
で
健
康
な
人

■
募
集
人
数　

若
干
名

■
勤
務
地　

そ
よ
か
ぜ
飯
田
教
室

（
飯
田
２
２
５

－

１
）

■
雇
用
期
間　

採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当（
年
２

回
）あ
り

■
保
険　

原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応

相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど　

履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、
印
鑑
、
資
格
証
、

免
許
状
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限　

12
月
19
日（
金
）

問
申
そ
よ
か
ぜ
飯
田
教
室

　

☎
32

－

９
０
０
１

■
報
酬（
時
給
）　

１
，
５
０
４
円
〜

　
　
　
　
　
　

１
，
６
０
０
円

■
勤
務
内
容　

介
護
保
険
要
介
護
認
定

対
象
者
宅
や
施
設
、
病
院
へ
の
訪
問

調
査
な
ど

■
勤
務
時
間　

月
〜
金
曜
日　

９
時
〜

17
時（
時
間
に
つ
い
て
は
応
相
談
）

■
対
象　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人　

①
保
健
師
・
看
護
師
・

准
看
護
師
・
社
会
福
祉
士
・
介
護
福

祉
士
・
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
を

有
す
る
人　

②
介
護
業
務
従
事
の
経

験
を
５
年
以
上
有
す
る
人　

③
介
護

保
険
認
定
調
査
員
研
修
が
す
で
に
受

講
済
み
で
あ
る
人

■
募
集
人
数　

若
干
名

■
勤
務
地　

町
役
場　

健
康
福
祉
課

■
雇
用
期
間　

採
用
時
〜
令
和
８
年
３

月
末（
条
件
を
満
た
す
場
合
、
再
度

の
任
用
あ
り
）

■
手
当　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

通
勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当（
年
２

回
）あ
り

■
保
険　

原
則
、
健
康
保
険
・
労
働
保

険
な
ど
加
入（
雇
用
形
態
に
よ
り
応

相
談
）

■
必
要
書
類
な
ど　

履
歴
書（
市
販
の

も
の
に
写
真
貼
付
）、印
鑑
、免
許
状
・

資
格
証
な
ど
の
写
し

■
申
込
期
限　

12
月
19
日（
金
）

問
申
健
康
福
祉
課　

☎
32

－

１
１
０
５

　

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員
に
欠
員
が
生

じ
た
場
合
や
増
員
が
必
要
と
な
っ
た
場

合
に
備
え
、
検
針
員
登
録
者
を
募
集
し

ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
水
道
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
今
回
の

応
募
で
す
ぐ
に
検
針
員
と
し
て
採
用
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

■
勤
務
内
容　

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

業
務

■
勤
務
期
間　

毎
月
20
日
頃
〜
月
末

問
申
水
道
課　

☎
32

－

５
０
８
２

●参加料が記載されていない事業は無料です。
TEL 32-1100㈹TEL 32-1100㈹ FAX 32-2686FAX 32-2686

養老町役場養老町役場


